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 【予算関係】 
 
資料１ 平成２９年度８月補正予算に関する説明資料 

（財 政 課） 

 
資料２ 災害援護資金貸付金について 

（総合防災課） 

 
資料３ 災害り災者見舞金について 

（総合防災課） 

 
資料４ 災害援護資金貸付金利子補給事業に係る債務負担行為の設定について 

（総合防災課） 

 
 











資料２（予算関係） 
 

災害援護資金貸付金について 

 

                             平成２９年８月２１日 

                             総 合 防 災 課 

 

１ 目  的 

平成２９年７月２２日からの大雨により被害を受けた世帯主に対し、「災害弔慰金の支

給等に関する法律」に基づき貸し付けを行った市町村に対し資金の原資を貸し付けする。 

  

２ 予 算 額                       １２２，１００千円 

 ８１，４００千円 

 ４０，７００千円 

   

○ 積算内訳 

    ・ 住家が全壊した世帯        2,500千円 ×  2世帯            5,000千円 

・ 住家が半壊した世帯        1,700千円 × 38世帯            64,600千円 

・ 家財が１／３以上損壊した世帯※  1,500千円 × 35世帯               52,500千円 

   ※ １／３以上損壊した世帯の世帯数は、過去の貸付実績から床上浸水世帯（690世帯）の 

うち5%（35世帯）が貸し付けを受けると想定 

 

３ 実施主体等 

 ○ 実施主体 

  ・ 市町村 

 

 ○ 市町村から被災世帯への貸し付け 

  ・ 償還期間 １０年（据置期間３年） 

・ 利  率 ３％ 

 

 ○ 国及び県から市町村への貸し付け割合 

  ・ 国２／３、県１／３ （無利子） 



 

災害り災者見舞金について 
 

                             平成２９年 ８月２１日 

                             総 合 防 災 課 

 

１ 目  的 

平成２９年７月２２日からの大雨により被害を受けた世帯に対し、見舞金を支給する。 

  

２ 予 算 額                        １３３，４００千円 

１３３，４００千円 

   

○ 積算内訳 

    ・ 住家が全壊した世帯         600千円 ×  2世帯          1,200千円 

・ 住家が半壊した世帯        200千円 ×  38世帯         7,600千円 

・ 住家が床上浸水した世帯      200千円 × 623世帯        124,600千円 

 

○ 市町村内訳 

    ・ 住家が全壊した世帯        大仙市 2 

    ・ 住家が半壊した世帯        大仙市 30、仙北市 6、横手市 2 

・ 住家が床上浸水した世帯      小坂町 1、秋田市 170、由利本荘市 16、 

大仙市 270、仙北市 14、美郷町 1、横手市 151 

 

３ 実施主体 

  県（市町村長の報告を受け、り災世帯へ見舞金を支給） 

 

【参考】見舞金の執行状況（平成 29 年 8 月 17 日現在） 

（単位：千円） 

  

 
 
 
 
 
 
 

所要額 
執行済額 

未執行分 当初予算 

執行分 
予備費 

執行分 
執行済計 

146,800 

 全壊   2 

 半壊  38 

 床上浸水 690 

11,400 

 全壊   -  

 半壊   6 

  床上浸水  51 

52,980 

 全壊   -  

 半壊   2 

  床上浸水 265 

64,380 

 全壊   -  

 半壊   8 

  床上浸水 316 

82,420 

 全壊   2  

 半壊  30 

  床上浸水 374 

資料３（予算関係）

※カッコ内の数値は世帯数 



資料４（予算関係） 
 

災害援護資金貸付金利子補給事業に係る債務負担行為の設定について 

 

                             平成２９年８月２１日 

                             総 合 防 災 課 

 

１ 目  的 

平成２９年７月２２日からの大雨により被害を受けた世帯主に対し災害援護資金を貸

し付けた市町村において、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に定める利子３％に係る

利子補給金を支給した場合、その１／２を補助する。 

  

２ 債務負担行為限度額                    ７，５４６千円 

 ７，５４６千円 

   

○ 各年度の所要額（県から市町村への補助金） 

    ・ 平成３２年度     ９１６千円 

・ 平成３３年度   １，７０２千円 

    ・ 平成３４年度   １，４６３千円 

    ・ 平成３５年度   １，２１７千円 

    ・ 平成３６年度     ９６３千円 

    ・ 平成３７年度     ７０２千円 

    ・ 平成３８年度     ４３３千円 

・ 平成３９年度     １５０千円 

※ 平成３２年度の所要額は平成２９年９月末日までの貸し付け分に係るものであり、１０ 

月以降の貸し付け分については平成３３年度からとなる。 

 

３ 債務負担行為を設定する理由 

  貸し付けは平成２９年度中に行い、３年間の据置期間を経て、平成３２年度から平成

３９年度までが償還期間となり、それに伴い利子補給金事業も同期間継続するため、債

務負担行為を設定する。 


